
横浜市個人情報の保護に関する条例の改正について 

答 申 

令和４年９月 

横浜市情報公開・個人情報保護審査会 



答申に当たって 

この度、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により個人情報保

護法が改正され、従来、国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体についてそれぞれ分か

れていた規律を個人情報保護法に一体的に規定し、これを個人情報保護委員会が一元的に解

釈・運用することとなりました。 

これを受け、条例の改正が必要となったことから、当審査会は、令和４年５月 26 日に市

長から「個人情報の保護に関する法律の改正に伴う横浜市の保有する情報の公開に関する条

例及び横浜市個人情報の保護に関する条例の改正について」の諮問を受けました。 

当審査会では、改正内容につき鋭意検討を進め、審査会の考え方を「中間取りまとめ」と

して公表し、横浜市個人情報保護審議会とともに、広く市民の皆様の御意見を求めました。 

これに対し、計 25名の方から 49件もの御意見が寄せられたのは、市民の皆様の関心の高

さを表しているものと認識しています。 

両条例に共通する内容として、開示に当たっての手数料に、受益者負担の適正化を求める

御意見が複数寄せられ、中には、国のように閲覧だけの場合も手数料を徴収すべきとの御意

見もありました。この点、受益者負担の考え方は理解できるものですが、「地方自治は民主

主義の学校」と言われるように、自治体では市民の皆様の情報を多く扱っており、当該情報

へのアクセスのしやすさを確保することも、また重要なことといえます。したがって、手数

料については、写しの交付についてのみ徴収することとし、その額の算定に当たっては、従

量制の考え方を導入することが必要だと考えます。 

このように寄せられた御意見も踏まえ、この答申を取りまとめました。今後、横浜市にお

いては、この答申をもとに条例改正等を行い、個人情報の保護の推進に努められるよう希望

します。 

令和４年９月 13日 

横浜市情報公開・個人情報保護審査会 

会 長  藤 原 靜 雄  
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１ 地方公共団体の機関について 

 

 

 

〔説 明〕 

現行保護条例第２条第１項では、地方自治法（昭和22年法律第67号）、地方公営

企業法（昭和27年法律第292号）等により、独立して事務を管理し、及び執行する市

の機関並びに市が設立した地方独立行政法人を、個人情報保護制度を実施する機関

とすることを定めている。 

市の機関を条例に規定しなくても新保護法の適用は受けるが、明確にしておく趣

旨から、新保護条例に本市における具体的な機関名を明記することが適当である。 

また、個人情報保護委員会（以下「個情委」という。）が発出した「個人情報の

保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）」（以下「ガイドライ

ン」という。）（P.10）において、「地方公共団体の機関」として「消防長」が示

されたことから、新保護条例には新たに「消防長」を明記することが適当である。 

令和５年４月１日施行の個人情報の保護に関する法律（以下「新保護法」とい

う。）第２条第11項第２号に規定する地方公共団体の機関について、これに該当す

る本市の各機関の名称を改正後の横浜市個人情報の保護に関する条例（以下「新保

護条例」という。）に明記し、新たに市の機関として「消防長」を加えることが適

当である。 
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２ 不開示情報について 

 

 

〔説 明〕 

１ 条例で独自に不開示情報を定める必要性 

新保護法第78条第２項によって、「行政機関情報公開法第５条に規定する不開示情

報に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこととされているもののう

ち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして

条例で定めるもの」については、新保護法施行後も独自に不開示情報として定めるこ

とができるとされている。 

 そこで、情報公開条例について検討するに、第７条第２項に定められている不開示

情報のうち第２号、第３号、第５号及び第６号については、新保護法において同内容

の定めが置かれている。 

情報公開条例第７条第２項第１号及び第４号については、実質的に新保護法第78条

第１項の不開示情報への該当性を判断することで、不開示とすべき情報を不開示にす

ることが可能である。 

したがって、新保護条例で、不開示情報を追加して規定する必要はないと考えられ

る。 

２ 条例で不開示情報の適用除外規定を定める必要性 

 新保護法第78条第２項によって、新保護法の不開示情報として定められていても、

情報公開条例において開示すべきとされている事項については、条例で当該不開示情

報から除外することができるとされている。 

新保護法第78条第１項第７号イ「国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機

関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被

るおそれ」及び同号ロ「犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持

に支障を及ぼすおそれ」については、情報公開条例上にこれらと同じ表現の規定はな

い。しかし、情報公開条例はこれらを開示する趣旨ではなく、第７条第２項第６号の

いわゆる「行政運営情報」として不開示とする趣旨である。 

また、このほかに新保護法との関係が問題になる条例の規定も見受けられないので、

条例で独自に適用除外規定を定める必要はないと考えられる。 

横浜市の保有する情報の公開に関する条例（以下「情報公開条例」という。）と

の整合性を確保するため、新保護法は、新保護条例で、独自の不開示情報を規定

し、また、新保護法に定める不開示情報の例外を定めることを許容しているが、特

段の独自措置は必要ない。 
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14日以内 

14日以内 

３ 開示請求等に対する決定期間について 

〔説 明〕 

新保護法第83条第１項では、「開示決定等は、開示請求があった日から30日以内にし

なければならない」と規定しているが、現行保護条例第26条第１項では、「開示請求

があった日の翌日から起算して14日以内」としている。 

また、新保護法第83条第２項では、この期間を30日以内に限り延長できる旨を規

定している。この点について、「個人情報の保護に関する法律についてのＱ＆Ａ

（行政機関等編）」（P.16）では、条例において決定期間を短縮することは可能だ

が、その場合でも延長期間は30日を超えることはできない旨が説明されている。 

つまり、決定期間をこれまでどおり14日以内に設定した場合に延長できる期間は

30日以内となり、トータルで44日しか確保されないことになる。令和２年の実績に

よれば、約２割が44日以内に処理できておらず、この場合、実務に支障が生じると

言わざるを得ない（60日以内であれば100％処理ができている。）。 

したがって、新保護法の原則を短縮する規定を設けるのは適切ではないが、これ

まで横浜市は原則を14日以内と定めてきており、過半は14日以内で処理ができてい

るのであるから、新保護法の適用により開示が遅延することのないよう、条例上何

らかの措置が必要である。 

【参考図】開示決定期限・延長期限の比較 

１ 新保護法の規定

  開示 開示決定   延長 
請求日      期限      期限 

２ 現行保護条例の規定

開示   開示決定 延長 
請求日        期限 期限 

３ 新保護条例で開示決定期間を14日と定めた場合

開示   開示決定      延長 
請求日        期限          期限 

開示請求等に対する決定期間については新保護法に規定する30日以内とし、延長

期間についても新保護法に規定する30日以内とすることが適当であるが、これによ

り開示の遅延を招くことのないよう条例上何らかの措置が必要である。 

60日以内 

合計60日以内 

30日以内 30日以内 

44日以内 

30日以内 
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４ 開示の実施方法について 

 

 

〔説 明〕 

１ 文書等の写しの交付方法 

新保護法第87条第１項では、開示の実施方法について、文書等に記録されてい

るときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種

別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関等が定める方法により行うと規定さ

れている。 

このうち、文書等の閲覧又は写しの交付の具体的な方法については、法令等に

おいて特段の定めはないので、横浜市においてその具体的な方法を定めて実施す

ることとなる（個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機

関等向け）６－１－８－１(1)①参照）。 

現行保護条例下で文書等の写しの交付を求められた場合は、当該文書等を複写

し、写しを交付しているが、開示請求者の便宜を考えると、文書等をスキャナに

より読み取って電磁的記録を作成し、当該電磁的記録を媒体に複写して交付する

という方法も認めることが適当である。 

２ 電磁的記録の開示の実施方法 

現行保護条例第31条第１項第３号では、電磁的記録の開示の実施方法について

「当該保有個人情報に係る部分の視聴、閲覧、写しの交付その他の電磁的記録の

種類、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法」と規定されており、横

浜市個人情報の保護に関する条例施行規則第15条では、電磁的記録の種類ごとに、

閲覧、視聴及び媒体に複写した電磁的記録の交付といった方法が規定されている。 

これらの方法は、横浜市の各実施機関で対応可能なものであり、開示請求人が

望む方法で開示できるという利点もある。そこで、新保護法に基づく保有個人情

報の開示の実施についても、電磁的記録の開示の実施方法は、同条と同様の方法

で行うことが適当である。 

新保護法に基づく保有個人情報の開示の実施については、現行保護条例と同様の実

施方法に加え、新たに当該文書等をスキャナにより読み取って電磁的記録を作成し、

当該電磁的記録を複写した光ディスク等の媒体を交付する方法での写しの交付を行う

ことが適当である。 
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５ 開示請求に関する手数料の徴収について 

 

〔説 明〕 

  新保護法第89条第２項では、開示請求をする者は、条例で定めるところにより、実

費の範囲内で、条例で定める額の手数料を納付することとしている。 

国においては、写しの交付を求めるか否かにかかわらず、請求自体について手数料

を徴収している。 

一方、横浜市では、閲覧だけであれば手数料は徴収せず、写しの交付を求める場合

に規則で定める実費相当額を徴収する取扱いとなっている。 

新保護法の施行に伴い、徴収する金銭の性質を「手数料」に改めることとするが、

市民の使い勝手等に配慮し写しの交付を求める場合にのみ徴収することとし、閲覧だ

けであれば徴収しない扱いを維持することが適当である。 

新保護法第89条第２項に基づき、新保護条例に、個人情報の開示請求に係る手数

料を徴収する旨の規定を設ける。当該手数料は、請求自体については徴収せず、開

示請求者が保有個人情報の写しの交付を求める場合にのみ徴収することが適当であ

る。 
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６ 開示に関する手数料の額について 

 

 

 

〔説 明〕 

１ 手数料の内訳 

現行保護条例第59条において、写しの交付を受ける者は、写しの作成及び送付に要

する費用を負担しなければならないと規定されている。 

このうち、写しの作成については、文書等又は電磁的記録を印刷する場合は、用紙

の枚数に応じた従量制の費用負担を求めており、電磁的記録をＤＶＤ等の媒体に複写

し当該媒体を交付する場合には、媒体の費用相当額負担を求めている。 

また、写しの送付については、郵送に係る費用負担を求めている。  

新保護法に基づく開示請求に係る手数料の額については、現行保護条例と同様に、

写しの作成及び送付に要する費用の合計額の負担を求めることが適当である。 

２ 電磁的記録を媒体に複製する場合の手数料 

現行の、電磁的記録を媒体に複製する方法による写しの作成に係る費用負担の仕組

みは、当該電磁的記録の量にかかわらず、媒体の費用相当額だけを求めるものである。

しかし、用紙への複写による写しの交付の場合は従量制で、電磁的記録の場合は従量

制ではないというのは、均衡を失する。 

そこで、電磁的記録を媒体に複製して交付する場合も、用紙への複写による写しの

交付の場合の考え方にならい、適切な手数料額を徴収することが適当である。 

３ 文書等を電磁的記録にして開示する場合の手数料 

新保護法に基づく開示請求に係る新たな開示方法として、文書等をスキャナにより

読み取って作成した電磁的記録を媒体に複製し、当該媒体を交付する方法を定めるが、

この場合の手数料の額についても、文書等の用紙への複写の場合とのバランスを考慮

することが妥当である。 

新保護法に基づく開示請求に係る手数料の額は、「写しの作成に要する費用の額」

と「写しの送付に要する費用の額」との合計額とすることが適当である。また、電磁

的記録に係る複写の作成費用は、ページ数又はファイル数に応じた従量制とすること

が適当である。 
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７ 審査請求先となる市の機関について 

〔説 明〕 

新保護法に基づく開示決定等に係る審査請求の手続には、行政不服審査法（平成26年

法律第68号。以下「行審法」という。）の規定が適用される。そして、行審法第４条第

１号では、開示決定等の処分をした行政庁に上級行政庁がない場合は当該処分をした行

政庁が、同条第４号では、当該処分をした行政庁に上級行政庁がある場合は当該上級行

政庁が審査請求先となることが、それぞれ規定されている。 

これによれば、処分者が執行機関又は公営企業管理者の場合は自らが審査請求先とな

り、処分者が消防長の場合は市長が審査請求先となる。 

しかし、現行条例上は、実施機関に対して審査請求をする制度となっており、この取

扱いを変更する必要性も見出せない。 

そこで、行審法第４条の規定への特例を設けることを認める新保護法第107条第２項

の規定に基づき、開示決定等をした実施機関を審査請求先とすることが適当である。 

新保護法に基づく開示決定等に係る審査請求については、当該処分をした実施機関

を審査請求先とすることが適当である。 
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８ 審査会の法的位置付けについて 

〔説 明〕 

新保護法第105条第３項によれば、開示決定等に係る審査請求については、行審法第

81条に基づく機関（以下「81条機関」という。）に諮問した上で裁決すべきこととされ

ている。 

横浜市には既に81条機関として横浜市行政不服審査会が存在するが、審査会は、現行

保護条例に基づき開示決定等に係る諮問を受けているので、今後も審査会が諮問を受け

ることが制度の安定的運用に資するものと考えられる。そのため、条例において審査会

を81条機関に位置付けることが適当である。 

なお、81条機関が、行審法第81条に定める事項以外の機能を担うことは何ら禁じられ

ていないので、現行の情報公開条例第22条第１項及び第２項に定める審査会の重要な役

割を、引き続き審査会に担わせることが適当である。 

 横浜市情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を新保護法に

基づく開示決定等に対する審査請求に係る諮問を受ける機関に位置付けることが適

当である。 

横浜市個人情報の保護に関する条例

横浜市情報公開・個人情報保護審査会8



９ 審査会の調査審議の手続について 

 

 

〔説 明〕 

新保護法に基づく諮問に係る調査審議手続に適用される行審法には、情報公開条例に

定める調査審議手続の一部に対応する規定が定められていない。 

１ ①について 

文書等の非開示とされた部分を見分しなければ、当該部分を非開示とした判断が妥

当であったかを適切に判断することができない場合もあるため、インカメラ審理は、

処分の妥当性を判断する上で必須の手続である。新保護法下においても、その必要性

は変わるものではない。 

２ ②について 

事前に日時・場所を指定することでスムーズな交付が可能になり、横浜市の事務処

理の便宜のほか、審査関係人の利益にも資すると考えられる。 

３ ③について 

  審査請求人等に意見書又は資料の提出があったことを知らせ、反論等の機会を設け

ることは、審査関係人の利益に資すると考えられる。 

４ 結論 

  新保護法第108条は、審査請求の手続に関し条例で必要な規定を定めることを認め

ているので、同条に基づいてこれらの手続規定を設けることが適当である。 

  なお、これらの手続規定は、引き続き情報公開条例に置くものとする。 

 行審法には次の手続に関する規定がないが、81条機関としての審査会においても引

き続きこれらの手続が行えるようにすることが適当である。 

① インカメラ審理を行うこと。

② 審査関係人が主張書面又は資料の写しの交付を希望する場合、審査会は、写しの

交付に係る日時及び場所を指定することができること。 

③ 審査関係人から主張書面又は資料が提出された場合、審査会は、他の審査関係人

にそのことを通知するよう努めること。 

横浜市個人情報の保護に関する条例

横浜市情報公開・個人情報保護審査会9



10 審査会に対する写しの交付の請求に関する手数料について 

 

〔説 明〕 

新保護法に基づく審査請求に係る諮問についての審査会での調査審議には、行審法

の規定が適用される。そして、行審法は、審査請求人等が審査会に提出した主張書面

等の写しの交付を求める場合、当該審査請求人等は実費の範囲内において条例で定め

る額の手数料を負担すべきことを規定している（行審法第78条第４項及び第81条第３

項）。 

  この点、横浜市においては行審条例第２条及び第14条で手数料の額を定めており、

Ａ３までは白黒１枚につき10円、カラーは１枚につき50円、Ａ３を超える場合は実費

相当額となっている。また、書面の送付を求める場合には、当該手数料のほか、送付

に要する費用を負担することとしている。現行の情報公開条例では、写しの作成及び

送付に要する費用を実費負担する取扱いとなっていたが、負担額の考え方に実質的な

違いはないため、新保護条例に独自の規定を設ける必要はなく、行審条例の規定を適

用することが適当である。 

  また、行審法は、審査会が経済的困難その他特別の理由があると認めるときには、

条例で定めることで手数料を減額し、又は免除することができる旨の規定を置いてい

る（行審法第78条第５項及び第81条第３項）。これについても行審条例第３条及び第

14条に減免規定が定められているため、当該規定が適用される。 

行審法第78条第１項に基づいて主張書面等の写しを交付する場合には、手数料を徴

収することとし、手数料の額及びその減免等については横浜市行政不服審査条例（以

下「行審条例」という。）の規定が適用される。 

横浜市個人情報の保護に関する条例

横浜市情報公開・個人情報保護審査会10



11 裁決の尊重義務について 

〔説 明〕 

現行保護条例第53条第３項では、審査庁が審査会から答申を受けたときは、当該

答申を尊重して裁決を行わなければならないと規定されている。 

新保護法に基づく審査請求に係る審査庁の審理手続に適用される行審法には、答

申を尊重して裁決をすべき旨を明示した規定がないが、横浜市では、これまでも審

査庁の公正・客観的な判断を担保するため、答申の尊重義務をあえて明文で規定し

てきたものであるから、今後も同様に、審査庁の答申尊重義務を条例で明示するこ

とが適当である。 

審査庁が審査会の答申を尊重して裁決を行わなければならないとする現行保護条例

の規定は、維持することが適当である。 

横浜市個人情報の保護に関する条例

横浜市情報公開・個人情報保護審査会11



12 簡易開示制度について 

 

 

 

 

 

〔説 明〕 

現行保護条例には、簡易開示制度が規定されている（第32条）。これは、各実施

機関があらかじめ定める保有個人情報について口頭などの簡易な方法で請求し、当

該実施機関の定めた方法により開示する制度である。 

令和２年度は、職員の採用試験、市立大学の入学試験など42の試験・選考その他

の事業で合計1,086件の実績があり、利用頻度の高い制度であるので、新保護条例に

本人情報提供の仕組みとして規定し、引き続き運用することが適当である。 
 

新保護法には簡易開示制度の規定はないが、利用頻度の高い制度なので、新保護条

例に本人情報提供の仕組みとして規定し、引き続き運用することが適当である。 

横浜市個人情報の保護に関する条例

横浜市情報公開・個人情報保護審査会12



13 出資法人等の個人情報の保護について 

 

〔説 明〕 

出資法人等において個人情報の保護が推進されるよう、実施機関が必要な措置を講ず

る義務については、出資法人等の公共的な性格や、市の業務の経常的な受託などにより

市と密接な関係を有し、一般の事業者以上に個人情報の保護を求められることから、横

浜市電子計算機処理等に係る個人情報保護条例（平成元年３月横浜市条例第13号・平成

12年廃止）の制定時に規定されたものである。 

出資法人等の性格・市との関係性が継続される限り、個人情報の適正な取扱いが求め

られることに変わりはない。 

現行保護条例第60条を根拠として、出資法人等には、保有個人データ開示の標準規程

を設けること、運用状況を報告すること等を求めていることから、当該規定は今後も維

持することが適当である。 

出資法人等の個人情報の保護について、引き続き適正な取扱いが行われるよう、市

の機関が必要な措置を講ずる旨の規定を新保護条例に設けることが適当である。 

横浜市個人情報の保護に関する条例

横浜市情報公開・個人情報保護審査会13



14 運用状況の公表について 

〔説 明〕 

  新保護法第165条においては、市長等が新保護法の運用状況を毎年度個情委に報告

し、個情委はその概要を公表することとされている。 

  市の運用状況の報告・公表については、現行保護条例第65条、情報公開条例第35条

及び横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

の施行に関する条例第18条にも同じく規定され、これらが一体的に運用されている。 

積極的な情報公開という観点からは、個人情報についてのみ個情委からの公表とす

るのではなく、引き続き一体的な情報の公表を図ることが望ましく、現行保護条例第

65条に相当する規定を設けることが適当である。 

この条例の運用状況の公表については、引き続きこれを義務付けることが適当で

ある。 

横浜市個人情報の保護に関する条例

横浜市情報公開・個人情報保護審査会14



15 経過措置について 

 

〔説 明〕 

新保護法の施行後は、現行保護条例の本人開示請求等に係る規定は廃止され、本

市に対する個人情報の開示請求等については、新保護法の規定に基づいて行われる

こととなる。 

この点、現行保護条例の本人開示請求等に係る規定が廃止される時点で、開示決

定等の処分がまだ行われていない等、現に手続の途上にある案件が存在することが

考えられる。 

このような案件については、新保護法の規定によって開示決定等をすることはで

きないし、現行保護条例に基づく開示決定等をすることもできない。 

そこで、このような不利益を防止するため、手続の途上にある案件について、廃

止前と同様の手続で開示決定等を行えるようにするための経過措置を設ける必要が

ある。 

このほかにも、現行保護条例の規定の改廃に伴い、開示請求者等に不利益や不都

合が生じることが考えられるものについては、適宜、経過措置を設けることで、不

利益や不都合が生じないようにする必要がある。 

現行保護条例の規定の改廃に伴って開示請求者等に不利益や不都合が生じることが

ないよう、現行保護条例の規定に基づいて進めている開示請求や審査請求について

は、手続ができるよう経過措置を設ける必要がある。 

横浜市個人情報の保護に関する条例

横浜市情報公開・個人情報保護審査会15



中間取りまとめについての意見募集結果 

（1） 意見募集期間

令和４年７月１日（金）から同年８月１日（月）まで

（2） 意見の提出方法

電子メール、FAX、郵送、持参

（3） 中間取りまとめの公表方法

ア 横浜市のホームページへの掲載

イ 市民情報センターで資料を配布

※ 広報よこはま（７月号）及び神奈川新聞（７月６日「市民の広場」）により周知

（4） 意見募集の結果

ア 意見提出者数 25（個人 25、団体０）

イ 受付方法別件数及び項目別意見数

合計 電子メール ＦＡＸ 郵送 持参 項目別意見数 

個人 25 25 0 0 0 49 

団体 0 0 0 0 0 0 

合計 25 25 0 0 0 49 

ウ 審議会、審査会別項目別意見数

項目別意見数 

個人情報保護条例の改正に係る 

個人情報保護審議会の中間取りまとめ 

20 

個人情報保護条例の改正に係る 

情報公開・個人情報保護審査会の中間取りまとめ 

19 

情報公開条例の改正に係る 

情報公開・個人情報保護審査会の中間取りまとめ 

10 

合計 49 
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「個人情報保護条例」の改正に係る「情報公開・個人情報保護審査会」の 

中間取りまとめに対する市民意見とそれに対する考え方 

中間取りまとめ項目 頁 意見要旨 審査会の考え方 

全般  異議なし。 利活用に力点

は置かれるもの

の、保護との両立

を目指すもので

あるので、特段の

修正は不要と考

えます。 

個人情報の利活用より、その確

実な保護を優先する方向で改正

すべき。 

情報漏えいしないよう努めるべ

き。 

３ 開示請求等に

対する決定期間

について 

３ 実務上 100％処理ができている

60 日以内を確保するのが妥当

（２件） 

法に従い 60 日

を確保しますが、

速やかな開示に

努めるべきこと

を定めることで、

市民サービス低

下を防ぎます（修

正なし）。 

 写しの交付方

法の多様化など、

可能なものから

DX 化を推進して

いきます。 

現状は 14日以内で対応可能との

ことだが、時間外勤務の結果と

推察する。 

14 日に限定せず十分な期間を設

けるとともに、D X化を進め、効

率化を図るべき。 

必要以上に遅延することがない

よう、責務的規定を設けること

に賛同する。 

期限延長の手続も多用されてい

る現状を踏まえると、新法の原

則を短縮するのは適切ではな

い。 

４ 開示の実施方

法について 

４ 紙文書等をスキャナー等で読み

取って、電磁的記録を媒体に複

写して交付するという方法は、

利便性の向上に資するので妥当

（２件） 

本人開示請求

は、開示内容に個

人情報が含まれ

ているため、オン

ライン交付の導

入には慎重な検

討が必要と考え

ております（修正

なし）。 

オンライン交付は、市民の利便

性向上に大きく資するものと考

える。しかしながら、仮に誤った

先に交付した場合、その被害も

大きくなることも想定されるの

で、交付手続は万全なものとす

ることが必要 

17



電磁的記録の交付方法について

は、インターネット上からダウ

ンロードするような選択肢も必

要 

５ 開示請求に関

する手数料の徴

収について 

５ 開示文書の写真撮影は、閲覧の

域を超えており手数料を徴収す

べき。 

撮影により本

市に手数が発生

することはない

ので、手数料は考

えていません。 

市民の皆様の

知る権利の行使

や自己情報の適

正の確認を容易

ならしめるため、

請求自体の手数

料は考えていま

せんが、電磁的記

録の写しの交付

に際して従量制

の導入等を検討

していきます。 

悪質な開示請

求は、権利の濫用

によるものとし

て請求を却下す

る運用をしてい

ます。 

また、決済手段

の多様化につい

ては、手数料歳入

の取扱件数や導

入に伴う費用対

効果を考慮しな

がら検討してい

税収が厳しい中で市政運営を行

う上では、国のように請求自体

に手数料を徴収するべき。 

支払手段は、クレジットカード

やバーコード決済なども検討す

べき。 

開示請求は、ごく一部の方しか

利用していないと思われる。一

部の利用者に一定の負担を求め

るのが、本当の意味での公平で

はないか。 

手数料について「市民の使い勝

手等を考慮し、閲覧だけであれ

ば徴収しないのが適当」とある

が、制度運用にかかっている労

力や費用を考えると徴収すべき

（情報公開法要綱案参照）。 

手数料徴収には、開示請求制度

の濫用防止の意味もある（情報

公開法制定時の衆参両院での付

帯意見参照）。 

「市民の使い勝手等」という曖

昧な理由ではなく、立法事実を

きちんと把握した上で実質的な

議論がなされるべき。 
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大量請求者のために開示に時間

がかかっていると聞いたことが

あるが、これでは他の市民にも

不利益が生じる。悪質な開示請

求者には有料化を検討すべき。 

くことが必要と

考えています（修

正なし）。 

６ 開示に関する

手数料の額につ

いて 

６ データ開示手数料における従量

制の導入は、適正負担の点から

評価できる。 

原案どおり 

12 簡易開示制度

について 

12 利用頻度の高い制度なので、新

条例に規定し、引き続き制度を

運用することが実態に沿ってい

る。（２件） 

原案どおり 
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資料２

横浜市情報公開・個人情報保護審査会 

制度運用調査部会 委員名簿 

氏 名 肩書 

◎ 藤 原

ふじわら

 靜

しず

雄

お

 
中央大学法科大学院教授 

金子

かねこ

 正史

まさし

 
元同志社大学法科大学院教授 
獨協大学名誉教授 

松 村

まつむら

 雅生

まさお

 
日本大学大学院法務研究科客員教授 

（◎は部会長）

21



資料３ 

審 議 の 経 過 

回 開催日 審議内容 

第 63回 令和４年５月 26日 

諮問内容の説明 

条例改正の論点の検討 

中間取りまとめの内容確認 

第 64回 令和４年８月 25日 
中間取りまとめに対して寄せられた意見の報告 

答申案の内容検討 
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